
判　決
公判期日
の回数

実審理期間
職務従事

期間

（判決日） （回） （日） （日）

死　刑

(H24.4.13)

死　刑

(H23.10.31)

懲役6年6月

(H24.7.11)

無期懲役

(H24.3.9)

懲役30年

(H24.3.28)

懲役30年

(H24.7.25)

無　罪

（被告人2名とも）

(H24.2.28)

無　罪

(H24.3.12)

懲役15年

（被告人2名とも）

(H24.3.21)

無　罪

(H22.12.10)

死　刑

(H24.2.24)

懲役20年

(H23.12.22)

懲役18年

罰金700万円

(H23.6.30)

懲役26年

(H24.3.26)

43

12 35

・起訴罪名
　被告人１名につき，特別公
務員暴行陵虐致死。他の被告
人につき，特別公務員暴行陵
虐致傷。

・起訴罪名
　覚せい剤取締法違反

（注６）「実審理期間」は，第１回公判期日から終局（判決宣告）までの期間（日数）をいう。審理等が行われなかった日や土日祝日を
　　　含む。

（注７）「職務従事期間」は，裁判員等選任手続期日から終局（判決宣告）までの期間（日数）をいう。審理等が行われなかった日や土
　　　日祝日を含む。

審理が比較的長期に及んだ事例一覧表

（注１）最高検察庁への個別報告による（平成24年8月末時点）。

（注２）公判期日の回数が10回以上で，かつ実審理期間が30日以上の事案を掲載した。

（注３）順序は，職務従事期間が多い事案から掲載した。

（注４）罪名は，起訴罪名を記載した。ただし，備考欄に起訴罪名の記載のあるものは，訴因及び罰条変更後の罪名を記載した。

（注５）「公判期日の回数」は，公判の手続を行う期日の回数をいう。

・起訴罪名
　覚せい剤取締法違反

44

11 38 44

14

56

18 44 45

15 37

強盗強姦未遂，強姦，強姦未
遂，強盗

18 52

38

16 32

14 41 43

35

32

15 39 40

13 31

11

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収
益の規制等に関する法律違反幇
助

殺人，殺人未遂，銃砲刀剣類所
持等取締法違反

現住建造物等放火，現住建造物
等放火未遂，殺人，住居侵入，
詐欺，建造物侵入，窃盗

殺人，銃砲刀剣類所持等取締法
違反，詐欺

強盗殺人，住居侵入

東　京

12

13

2

3

4

5

8

9

10

7 奈　良

東　京

大　阪

36

14

大　阪

さいたま

広　島

大　阪

山　口

鹿児島

札　幌

6

38 41

11 39 40

覚せい剤取締法違反，関税法違
反

殺人，器物損壊，配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律違反，住居侵入

被告人２名とも

殺人，特別公務員暴行陵虐致死

覚せい剤取締法違反，関税法違
反

被告人２名とも

傷害致死

殺人，窃盗，器物損壊

№ 裁判所 罪　　名

15

1 さいたま 殺人，詐欺，詐欺未遂，窃盗 36

さいたま

水　戸

備　　考

95 100

現住建造物等放火，殺人，殺人
未遂 56 60

13

090357
タイプライターテキスト
資料③

090357
タイプライターテキスト
法務省作成


	Sheet1 (2)



